
平
成
三
十
年
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月
十
日
受
領
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一
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一
号
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六
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九
一
号
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月
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安
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衆

議
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
医
療
機
関
に
お
け
る
診
療
記
録
等
個
人
情
報
の
開
示
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
医
療
機
関
に
お
け
る
診
療
記
録
等
個
人
情
報
の
開
示
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
は
、

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
二
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
「
当
該
措
置
の
実
施
に
関
し
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
規
定
し
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
徴

収
す
る
場
合
は
、
「
実
費
を
勘
案
し
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
手
数
料
の
額
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
各
医
療
機
関
が
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
該
当
す
る
場
合
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
措
置
の
実
施
に
関
し
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を
遵
守
す
る

必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
各
医
療
機
関
に
お
い
て
診
療
情
報
の
提
供
が
適
切
に
な
さ
れ
る
よ
う
、

「
医
療
機
関
に
お
け
る
診
療
録
の
開
示
に
係
る
実
態
調
査
に
つ
い
て
（
協
力
依
頼
）
」
（
平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日
付

け
厚
生
労
働
省
医
政
局
医
事
課
長
事
務
連
絡
）
に
よ
る
調
査
の
結
果
（
以
下
「
調
査
結
果
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
必
要

な
対
応
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

一



三
に
つ
い
て

保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
診
療
記
録
管
理
や
医
療
安
全
対
策
を
行
う
体
制
の
う
ち
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て

は
、
診
療
報
酬
に
お
い
て
は
診
療
録
管
理
体
制
加
算
や
医
療
安
全
対
策
加
算
に
よ
り
評
価
し
て
お
り
、
今
後
と
も
、
物
価
、

賃
金
等
の
動
向
、
保
険
医
療
機
関
の
経
営
状
況
、
医
療
保
険
財
政
の
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
適
切
に
評
価
し
て
ま
い
り
た

い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
開
示
の
対
象
が
「
保
有
し
て
い
る
す
べ
て
の
個
人
情
報
」
で
は
な
く
、
カ
ル
テ
等
の
「
診
療
記
録
」
に
限
定

さ
れ
る
」
、
「
医
師
法
な
ど
で
保
存
期
間
を
定
め
て
い
る
期
間
を
過
ぎ
た
も
の
（
診
療
録
は
五
年
）
は
開
示
対
象
外
に
で
き

る
」
、
「
こ
の
指
針
自
体
が
医
療
機
関
に
と
っ
て
は
事
実
上
の
抜
け
道
と
な
り
か
ね
な
い
」
及
び
「
厚
労
省
の
「
指
針
」
は

個
人
情
報
保
護
法
に
優
越
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
診
療
情
報
の
提
供
等
に
関
す

る
指
針
」
（
平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
付
け
医
政
発
第
〇
九
一
二
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
別
添
。
以
下
「
指

針
」
と
い
う
。
）
は
、
医
療
機
関
が
保
有
す
る
診
療
録
等
の
診
療
情
報
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
事
項
に
留

意
す
れ
ば
医
療
従
事
者
等
が
診
療
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
職
責
を
全
う
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
を
厚
生
労
働
省
と
し
て

二



示
し
た
も
の
で
あ
り
、
法
の
規
定
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
指
針
の
内
容
を
精
査
し
て
ま
い
り
た
い
。
な
お
、
指
針
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
開
示
請
求
様

式
」
は
定
め
て
い
な
い
。

三


